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ケアハウスみなみかぜ 重要事項説明書 

 

１．ご利用にあたっての条件 

（１） 原則として以下の条件を満たす方が当施設を利用できます。 

① 入居日に原則満 60歳以上の方 

② 自炊ができない程度の身体機能の低下等がみられ、または、高齢等のため独立して生活するに

は不安が認められ、家族による援助を受けることが困難な方 

③ 規定の利用料の支払いが可能な方 

④ 公的な医療保険に加入されている方 

⑤ 公的な介護保険に加入されている方 

⑥ 保証人を定められる方 

      ※保証人が定められない場合は、基本的に受付不可となります。 

⑦ 当施設の利用契約書・各種規程等をご承諾いただき円滑に共同生活が営める方 

 

（２） 利用をお断りする場合 

○ 以下の各項に該当する場合は当施設の利用をお断りする場合があります。 

   ① 常時、医療や介護の対応を必要となされる方 

   ② 暴力的な言動や他者を貶めるような言動、それに準ずる行為があり、身体的、精神的、財産 

部分において損害を与える恐れがある、または損害を与えた方 

③ 集団生活の意識が持てない方 

④ 他者に感染する恐れのある疾病を有している方 

⑤ 契約内容や規定、生活のルール、社会通念上のマナーなど順守頂けない方 

 

２．利用までの流れ 

（１） お問い合わせ／当施設の見学 

   ① 当施設に興味関心をお持ち頂けました方は、ご要望下されば当施設のパンフレット、その他の

参考資料を郵送致します。ご来所の際またはお電話等にてお申し付けください。 

   ② 当施設の見学も随時受付けております。ご要望の方は、お電話等にてお申し付け下さい。事前

予約なしで直接ご来所頂いてもご案内差し上げますが、状況によってご対応致しかねる場合が

ございますので、ご了承ください。 

 

（２） 入居申込書類の受付 

   ① 入居を希望される方は、入居申込書に必要事項をご記入の上、郵送または直接お持ち下さい。 

   ② 入居申込書内容に不備がないことを確認し、受付完了となります。 

 

（３） 面談 

   ① ご入居前の面談は、随時ご対応させて頂く通常面談と、体験入居（1 泊 2 日）のお帰りになる日

の昼食後に行う入居面談がございます。状況により時間または日付の変更・追加を行う場合がご

ざいます。 

   ② パンフレット内容や利用に関するご質問は、随時ご対応致します。 

   ③ 入居にあたっての提出書類についてご説明を致します。 

   ④ 入居申し込みの内容、生活状況、身体状況の確認をさせて頂きますので、宜しくお願い致しま 

     す。 
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（４） 書類の準備 

   ① 利用を希望される方は、下記の書類をケアハウスみなみかぜまでご提出ください。 

   ② 下記の書類のなかで、提出時期によっては前年分のものではない書類をご提出していただく場

合がございますのでご了承ください。 

   ③ 場合により下記の書類を再度提出していただく場合がございますのでご了承ください。 

 

必要書頬（必須） 

    ● 住民票 

       入居されるご本人様の住所地の区市町村窓口等で取得しご提出下さい。 

    ● 介護保険被保険者証のコピー（介護保険証をお持ちの方全てが対象となります。） 

    ● 健康診断書 

       決められた様式をお渡し致します。かかりつけ医療機関にお持ちになって下さい。 

    ● 前年分の課税証明書 

 

その他の提出していただく書類（必要に応じて） 

    ● 前年分確定申告書の控えのコピー 

       確定申告をされた方で、申告時に発行された控えをお持ちの方のみご提出ください。 

    ● 前年分の公的年金等の源泉徴収票 

    ● 課税証明書に載っていない年金収入（遺族年金、恩給、個人年金等）の分かる書類 

       ・公的年金等源泉徴収票を紛失された場合は、前年1月から12月までの公的年金が振り込ま

れている通帳のコピーをご提出下さい。 

       ・遺族年金、恩給、個人年金等がある場合は前年 1月から 12月までの年金等が振り込まれて

いる通帳のコピーをご提出下さい。 

       ・課税証明書に受給している年金額がすべて掲載している場合は、提出の必要はございませ

ん。 

    ● 保証人の課税証明書 

       ・ご入居にあたり、保証人が利用料金のお支払いのご予定がある方は、保証人の課税証明書

が必要となりますので、住所地の区市町村窓口等でご準備下さい。 

 

必要に応じて提出していただく書類 

     ● 前年分の所得税、住民税の租税、社会保険料等（介護保険料・国民健康保険税）、医療費

の領収書のコピー 

        所得税、住民税の租税、社会保険料等、医療貴の領収書を紛失された場合は、引き落とし

の状況が分かる通帳のコピーでもかまいません。また、区市町村によっては、証明書を発行

できる場合もありますので、ご確認ください。 

        ※事務費の負担軽減を受けるにあたって必要な書類となります。 

面接時に提出していただく書類（必須） 

 ● 健康保険被保険者証のコピー 

        ご本人のもの。 

 ● 後期高齢者医療被保険者証のコピー 

        ご本人のもの。75 歳以上の方が対象となります。ただし、65 歳以上で身体障害者手帳等を

お持ちの方も対象となりますので、ご確認下さい。 

 ● その他 

提出して頂いていたものの中でご入居中に内容が変更された場合は再度ご提出ください。 
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例．①転居等をおこない住所が変更になった場合→住民票の再提出をお願い致します。 

②要介護度・有効期限の変更→介護保険被保険者証の再提出をお願い致します。 

 

（５） 提出書類の受取り 

   ① 提出書類の受取りを致します。 

   ② 面談後に新たに出てきた疑問点、質問については、随時ご対応致します。 

 

（６） 入居判定 

   ① ご提出頂いた書類、体験入居時のご様子、入居面談をもとに、審査を行います。判定結果は後

日お知らせ致します。 

   ② 審査は、入居対象者ご本人の状況（要支援度）、介護者の状況等の他、受け入れ体制および居

室状況、入居対象者並びにご家族の居住地、その他配慮しなければならない個別事情含め行

われます。 

   ③ 判定の結果、入居可となりましたら入居にあたっての必要事項の説明を致します。 説明をお受

け頂いたうえでご納得頂けましたら、契約を締結し入居日の調整を行います。 

 

（７） 利用相談 

    ● ご提出頂いた書類、実態調査をもとに、お体の状態や、留意点、ご希望などをお伺いさせて頂

きます。また、ご入居後もご要望等につきましては随時ご相談下さい。 

     

（８）体験入居 

    ● 正式な利用契約締結の前に、ご希望があれば体験入居ができます。体験入居の期間は、原

則一泊二日（体験入居費 1，500 円）となり、短縮や延長は出来ませんので、予めご了承下さ

い。 

 

（９）利用契約の締結 

① 契約締結日は契約書を交わした日付、利用開始日は、別途定めた日付となります。 

② 利用契約締結時には、以下のご準備をお願い致します。 

       ・ 印鑑 （利用者・保証人・代理人・身元引受人） 

       ・ 住民票（利用者・保証人・代理人・身元引受人） 

       ・ 通帳および金融機関届出印（利用料の自動引落とし用のもの） 

③ 以下の書類を取り交し、または作成頂くことにより利用契約の締結となります。 

       ・ 保証書   

         昼夜問わず緊急時の対応に関する同意書です。 

本人および保証人の署名・捺印をお願い致します。  

・ 個人情報取扱い確認・同意書 

         個人情報使用に関する同意書です。 

         本人および保証人並びに代理人の署名・捺印をお願い致します。 

・  写真や動画の使用に関する確認同意書 

本人および保証人並びに代理人の署名・捺印をお願い致します。 

・  ケアハウスにおける夜間及び緊急時等の対応に関する説明と同意書 

本人および保証人並びに代理人の署名・捺印をお願い致します。 

・  契約書、運営規定、重要事項説明書及び各関連事項についての書面を配布し説明を行った

同意書です。 

本人および保証人並びに代理人の署名・捺印をお願い致します。 
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 ・ 診療情報提供書 

         当施設の協力医療機関（西部診療所）に主治医変更を希望される場合、現在の主治医に

その旨お伝えして頂き診療情報提供書の作成をご依頼下さい。作成にかかる費用は自己負

担となりますのでご了承下さい。 

     

（10）ご入居の際にお渡しする鍵 

   ① お部屋の鍵 1ケ 

 

（11）保証人の変更／連絡先の変更 

    ◆ 全ての義務の履行のうち、一つでも履行困難になった場合、利用者は新たな保証人を選定し

て、当施設に通知することを厳守して頂きます。 

    ◆ 当施設が新たな保証人の選定に同意する場合には、契約当事者間にて保証人変更に関する

「合意書」を締結し、各契約当事者が「利用契約書」と合わせて保管するものとします。 

    ◆ 保証人の住所や連絡先等が変更になる場合には、必ず当施設までご連絡願います。 

 

３. 入居時に必要な費用等について 

  （１）入居一時金 

       一時金納入の有無を選択することが出来ます。詳細は、別紙≪ケアハウスの利用料等につい

て≫に記載しておりますので、そちらをご参照下さい 

 

（２）利用料の支払い方法及び手続き 

  ◆ 利用料の支払い方法は、金融機関口座からの引き落としとさせて頂きます。ただし、諸事情に

よりその他の支払方法を取りたい場合には、都度ご相談とさせて頂きます。 

◆ 通帳の準備 

・ 口座引き落としにより利用料金をお支払い頂く場合は、契約時に口座引き落とし用の申請登

録用紙をお渡しさせて頂きご記入ご提出をお願い致します。ご利用なされる口座の通帳と届

出印をお忘れなくお持ちください。 

      ・ 入居一時金を納められている方は、減価償却を行った残金から、ルームクリーニング費用、

必要に応じて原状回復費用等、その他必要な代金を差し引き、その上での残金をご返却さ

せて頂きます。 

・ 返却口座は、利用料の口座引き落としで使用させて頂く口座となりますが、名義人の方がお

亡くなりになられた場合は口座が凍結されるため、別途指定口座をお伺い致します。また、通

常の利用料のお支払いに口座引き落としを指定されなかった方に関しても、残金の返却用

口座をお伺い致しますので宜しくお願い致します。基本的に現金での返却対応は致しかね

ますので、予めご了承下さい。 

 

4．サービス内容 

（１）職員体制と職務内容     

●「ケアハウス」の人員配置                           

  人 員 人数 職務内容 

管理者 １名 施設全般の管理・運営 

生活相談員 １名 生活に関する全般的な相談受付  入退所受付 

介護職員  1名以上 ご利用者の日常支援 
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（２）当施設で提供するサービス 

   ① 食事について  

    ◆ 管理栄養士による栄養バランスの考えられた献立を 3食提供致します。 

    ◆ 提供する食事の基本料金は、朝食 190円、昼食 270円、夕食 270円です。 

    ◆ 原則としてお食事は食堂にてお召し上がり頂きます。ただし、体調不良や怪我、ご都合などに

ついては、居室での食事のご要望も考慮致しますので、事前に必ず職員へご相談下さい。 

    ◆ 食事の時間はおおむね次の通りです。 

      ・朝食  8：00 ～ 9：00    ・昼食  12：00 ～ 13：00    ・夕食  18：00 ～ 19：00 

    ◆ 食事の時間に遅れる場合、取り置ける時間は衛生管理上、上記終了時刻から 1 時間までにな

ります。 

    ◆ 食事のメニューは 1週間毎に掲示致します。 

    ◆ 苦手な食材やメニューについては、可能な範囲内で変更出来るように対応致しますが、変更

が効かない場合もございますので、ご了承下さい。 

◆ 好き嫌いの範疇で好きではないが召し上がることが出来る場合など、嗜好的な理由でのメニュ

ー変更についてはご対応致しかねます。 

    ◆ アレルギーや薬の関係でお召し上がり頂けないものがある場合には、必ず事前に職員までお

申し出下さい。代替えのものを準備致します。 

    ◆ 食事時は、お箸（スプーン・フォーク）とお茶用カップをご持参下さい。 

◆ 漬け物等の付け合せを持参することが出来ますが、賞味期限や保存方法は厳守して下さい。 

   ② 入浴について 

    ◆ 入浴時間は、10時～11時半、15時から 16時 30分までとなります。 

※日曜日のお風呂お休みです。 

      ※介護サービスの入浴支援を受けられる方は、基本的に 13時から 15時の間にご入浴頂きま 

す。 

    ◆ 原則、上記の入浴時間以外でのご入浴はお控え頂きます。ただし、何らかの理由がある場合

には、内容により考慮致しますので、職員までお伝え下さい。 

    ◆ 安全を考慮し、飲酒後の入浴は禁止と致します。 

   ③ 居室清掃について 

    ◆ 自室内のゴミの管理も含めた清掃は、ご入居なされているご本人にお願い致します。 

 

   ④ 健康管理について 

    ◆ 定期的に健康診断を実施し、その記緑を保存し健康の保持、疾病の予防を行います。 

   ⑤ 生活相談について 

    ◆ ご利用者及びご家族からのご相談は随時応じ、その上で可能な限り必要な援助を行います。 

   ⑥ アクティビティについて 

    ◆ 娯楽室等を利用して、趣味、教養活動を行うことが可能です。 

    ◆ 季節のイベントや行事を企画、実施いたします。 

    ◆ 実施するイベント、行事等に関する費用が発生する場合には、事前にお知らせ致します。 

    ◆ イベントや行事、クラブ活動等への参加は自主的なものです。希望のものにご参加下さい。 

    ◆ 材料費等は実費にてご負担いただく場合がありますのでご了承下さい。 

   ⑦ 新聞等の購読について 

    ◆ 個人購読をされる場合は、開始前に職員にお申し出ください。 

    ◆ 配達や郵便物の受け取りは、１階に個人用ポストをご準備しておりますのでご利用ください。 

   ⑧ 各種付き添いについて 

◆ 個別での外出付き添いは、行っておりません。心身の機能低下等により付き添いを要す場合に
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は、ご家族のご支援をお願い致します。もしくは、介護サービスや有償支援のご利用をお願い

致します。 

   ⑨ 衣類等の洗濯について 

◆ 居室内には洗濯機や乾燥機を設置できません。共同洗濯室がございますので、お洗濯物があ

る場合には、共同洗濯室をご利用下さい。使用に関しては、予約制等は布いておりませんので、

他のご利用者の方々と調整の上、ご使用下さい。 

◆ クリーニングは、施設では行えません。ご自身でクリーニング店までお運び頂くかご家族の方に

お願いして下さい。また、集配を行っているクリーニング業者については、個人で手配をお願

い致します。 

   ⑩ 理美容について 

      基本的には、ご利用者の方ご自身で済ませて頂くかご家族の方にご対応をお願いすることとな

ります。訪問理美容を受けることも可能ですが事前予約が必要となりますので、ご要望の際には

職員までお声掛け下さい。 

   ⑪ 電話設備について 

    ◆ 公衆電話はございません。 

    ◆ 各居室内に固定電話をひくことが可能です。直接電話会社にお問い合わせ頂き、電話番号、

施行日等が決まりましたら、職員までお伝え下さい。 

    ◆ 屋内で携帯電話を使うことが可能です。ご使用の際は社会通念上基本的なマナーをお守り下

さい。 

 ⑫ その他 

    ◆ 有料で実施するサービスを行う場合には、別途有料サービス利用同意書を作成致します。 

    ◆ 当施設利用者ご本人のみの利用に限ります。 

    ◆ 導入するサービスについては、ご要望に基づくものに限ります。その際には、実施前に入居者

懇談会などを通じ、ご利用者の方々にご確認致します。 

    ◆ イベント内容によっては有料（〈例〉食事イベントの場合は食事代相当分）で企画する場合があ 

      ります。 

 

（３）当施設での医療関連対応 

   ① 当施設での医療関連対応 

    ◆ 日常の健康管理 

       ・血圧、脈拍、体温の測定が行えるように機器と記録用紙を準備致します。測定後は、数値を

記録用紙へご記入下さい。なお、記録用紙の数値は職員が別途月通算の記録用紙に記入

し、1か月間毎に数値の変化が追えるように致しますので、受診時などにお役立て下さい。 

    ◆ 服薬管理 

       ・原則的にご利用者ご自身に行って頂きます。服薬管理が難しい場合は必要に応じてケアマ

ネジャーと協力し介護サービスの利用を提案させて頂きます。 

    ◆ かかりつけ病院等にて、自己負担による定期的な健康診断を受けていただきます。 

    ◆ 施設内に医師は常駐しておりません。医師の診察を受けるためには自ら受診に赴いて頂くか、

訪問診療が可能な医療機関へ申し込みを行う必要がございます。主治医の選定につきまして

は、ご入居前の主治医を継続することも、新しく選定し直すことも可能です。 

    ◆ ケアハウスには看護職員はおりません。ただし、併設施設に看護師がおりますので、急激な体

調不良や受傷時など緊急性が高い場合、必要に応じて判断を受けることが出来ます。ただし、

看護師は専門有資格者（看護師・准看護師）ですが、規則上、医療行為や医師の指示のない

診療補助業務を行うことは出来ませんので、ご了承下さい。 

    ◆ 主治医またはその他の医師から心身の状態に関し、何らかの指示や説明を受けた場合は、必
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ず速やかに職員へご連絡下さい。また、処方を受けた場合は、必ず処方箋（服薬指示書）をご

提出下さい。複写作成後にご返却致します。 

   ② 協力医療機関 

    ◆ 緊急時の対応や入院可能な医療機関の紹介などで協力契約を結んでいます。 

   ③ 協力医療機関の概要 

   病院名： 西部診療所   

      住 所 ： 〒３５０－０８０６   埼玉県川越市天沼新田 307-1       

電 話 ： ０４９－２３３－１１１４ 

      入院設備の有無： 有（有床診療所 10床）    科目:  内科 

④ 緊急時の対応 

    ◆ 当施設は 24時間の生活の場ですので、病状の急変、突発的な事故等、夜間や緊急時の医療

対応が必要な場合があります。 

    ◆ 各居室内には、壁面にベッド灯一体型ナースコール、居室内トイレにナースコールを設置し、

ご利用者の安全確保のために、24時間体制で緊急状態に対応する体制をとっています。 

    ◆ 夜勤帯は、併設の特別養護老人ホームの夜勤者がナースコールに対応します。ただし、当該

施設のご利用者の方の対応に当たっている場合など、対応が遅れることがありますので予めご

了承下さい。 

    ◆ 当施設利用開始時に、「ケアハウスにおける夜間及び緊急時の対応に関する説明と同意書」と

「緊急時連絡先」をご提出いただき、連絡先・対応を確認致します。 

    ◆ 当施設では、あくまで「人命尊重」の原則に従って緊急時対応を行います。ご家族への連絡が

つかなかった場合、ご家族からの指示を頂かないうちに、原則に従ってその場で出来得る対応

を図る場合がございます。 

 

⑤ 入院治療の対応 

    ◆ 入院治療の必要性は、医療機関その他の医師の指示を仰ぎます。 

    ◆ 入院にあたっては、ご利用者の意思、およびご家族の合意を頂きます。 

    ◆ 入院による不在が 3 か月を超えた場合には、契約維持について当施設よりご利用者またはご

家族の方に相談させて頂きます。 

 

（４）当施設利用の留意点 

① 居室について 

    ◆ 当施設は 1 フロアのみです。居室の場所については空き部屋となった順に待機者の方へご案

内差し上げます。居室の場所を選択することは出来ませんのでご了承ください。 

    ◆ 各居室の入口には鍵が付いております。施錠等は自己管理にてお願い致します。 

    ◆ 鍵はご入居の際にお渡しします。 

② 入居の際の持参物 

◆ 別紙の「ご入居に際にご準備頂くもの」をご参照下さい。 

◆ その他、持参物については、職員までお問い合わせ下さい。 

    ◆ お体の状況によっては、シャツ類は前開きのものが良い場合もあります。職員にご相談下さ

い。 

    ◆ 高額の現金や宝飾品などの貴重品の持ち込みは原則禁止としております。 

③ 居室利用 

    ◆ 居室は、原状のままでご使用下さい。家具のレイアウト等は、災害を招く恐れがあるものや避難

の妨げになるようなものでなければ、ご自由に調整して頂けます。 

    ◆ 居室を第三者に転貸したり、譲渡したりすることは出来ません。 
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    ◆ 当施設の敷地内で動物を飼育することは原則としてお断り致します。なお、ご家族の方等がお

連れになられた場合についても建物内にご一緒に立ち入ることはご遠慮下さい。その場合は、

お手数ですが建物の外でお願い致します。また、排泄物や餌については必ずお持ち帰り下さ

い。 

    ◆ ご利用者が故意または未必の故意により居室を汚損・減失した場合には、原状に修復するか、

原状に修復するために必要な経費をご負担して頂きます。 

 ④ 居室内の消耗品 

    ◆ 生活内で必要となるトイレットペーパーやティシュペーパー、洗剤類等の消耗品群は実費での

ご購入となります。 

    ◆ 居室内の電灯は施設側で準備交換致しますので、消耗時には職員までお申し出下さい。 

   ⑤ 外出時について 

    ◆ 外出はご自由に出来ますが、外出する場合は、外出記録簿へのご記入をお願い致します。 

    ◆ 早朝や夕方以降の外出、またはお戻りが夕方以降と遅くなる場合には、記録簿への記入だけ

でなく必ず職員へ口頭でお伝え下さい。特に早朝及び夜間については建物出入り口の施錠

を行っております。お戻りの際、出入り口が施錠されていた場合は、玄関脇にあるインターホン

をご使用下さい。 

   ⑥ 外泊について 

    ◆ 外泊の場合は、外泊届のご提出をお願い致します。ケアハウスの事務室にご用意しておりま

すので、職員にお申し付けの上、必要事項をご記入の上、ご提出下さい。 

   ⑦ ご家族・外来客の宿泊について 

    ◆ ご家族の方・外来客の方のご宿泊については、事前にご相談とさせて頂きます。当施設では、

ゲストルームはございませんので、ご入居者の居室をご利用して頂くこととなります。 

   ⑧ 新聞・郵便物の管理 

    ◆ 同棟 1 階の玄関内側横に居室別郵便受けが設置されておりますので、そちらをご利用下さ

い。 

   ⑨ 政治・宗教活動 

    ◆ 他のご利用者や職員等に対し、宗教活動、政治活動、営利活動を行うことは禁止します。 

   ⑩ 喫煙 

    ◆ 施設内は全館禁煙です。 

   ⑪ 他のご利用者・職員への贈り物 

    ◆ 他のご利用者に対し、飲食物（お菓子やお漬け物、お茶類やジュースなど）を差し上げたり振

る舞われる場合、食事制限やカロリー制限をお持ちの方もおられますので、事前に職員にご相

談下さい。なお、時期的に食中毒の発生が増加した場合などは、飲食物の受け渡し等は禁止と

させて頂きます。 

◆ 飲食物以外につきましても、ご利用者間でのお土産やプレゼント、またそのお返しをすることは、

最低限の範囲に止めて下さい。職員側からの判断で過剰行為と認められる場合には、そういっ

た行為全般に対しお控え頂くようになりますので、ご了承下さい。 

    ◆ 職員へのお心付けは一切頂きませんので、お控え頂けますようお願い致します。 

   ⑫ 物品管理 

◆ 物品は自らの居室で賄いきれる分量として下さい。 

    ◆ 当施設に持込まれる物品は、ご本人の自己管理を原則としています。 

    ◆ 多額の現金や高額な宝飾品等の貴重品は、お持ち込みなされませんようお願い致します。 

    ◆ ご事情で貴重品等をお持ち込みになられる場合でも、当施設では原則として管理保管その他

取扱い、そして保証は行いませんので、事前にご了承下さい。 

    ◆ 火災・事故の危険がある物品の持ち込みはご遠慮下さい。 
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       例 ： 灯油等の燃料を使用する暖房器具、ロウソク、線香、ライター等 

   ⑬ 玄関の施錠について 

    ◆ 当施設の正面玄関は防犯の為、21：00～翌 6：00 までの間は施錠しております。外出から

お戻りの際、施錠されている場合は、玄関入り口にありますインターホンをご使用下さい。また、

早朝にお出掛けになる場合には、1 階事務室に 6 時以降宿直者がおりますのでお声掛け下さ

い。 

   ⑭ 鍵の取扱いについて 

    ◆ ご入居の際にお部屋の鍵 1本お渡しさせて頂きます。 

 ◆ 居室の施錠については、ご利用者の方が自らお気を付け下さいますよう、お願い致します。 

    ◆ 入居の際お渡ししたお部屋の鍵を紛失・破損された場合は、実費にてご負担して頂きます。 

    ◆ 退所の際は、入居時にお渡ししたお部屋の鍵はご返却して頂きます。 

⑮ エレベータの利用について 

    ◆ 21：00～翌 6：00 の間は、防犯のためエレベータを遮断しておりますが、必要時には作動出来

ますので職員にお申し付け下さい。 

◆ エレベータは、既存棟2機、新棟1機備えておりますが、ご利用者の方々の移動時や食事時間

帯の前後、緊急対応時などにおいては時間が掛かることがございます。お待たせする時間が長

くなることもありますが、ご理解の上ご了承ください。 

 

５．利用料について 

（１）利用料 

   ① 月額利用料の内訳 

項 目 内容・その他 

管理費 

 

・ 家賃に相当する料金です。 

・ 金利変動等により事前連絡の上、変更することがあります。 

・ ご入居前の入居一時金のお支払状況により金額が変更されます。 

生活費 ・ 食事代、住居に関する維持費となります。 

・ 当施設を所管する官庁で定めた料金です。 

・ 当施設を所管する官庁の定める基準が変われば料金が変更されます 

事務費 ・ 当施設維持・運営管理費で当施設を所管する官庁で定めた料金です。 

・ 当施設を所管する官庁の定める基準が変われば料金が変更されます。 

・ ご利用者の方の前年度所得額により金額が変わるもので、差額が川越市よ

り補助されます。 

上下水道料 ・ 上水道と下水道の使用料金です。（全ご利用者一律です。） 

 

暖房費 
・ 11月から翌年 3月までの期間に頂く料金です。 

・ 当施設を所管する官庁で定めた料金です。 

電気料金 
・ 各居室にメーターを設置しております。 

・ 毎月末、職員が検針を行い金額が決定されます。 

   ・上の表記の項目以外、消耗品や嗜好品、介護サービス使用料等につきましては、別途ご利用者ご

本人またはご家族でお支払下さい。 

   ② 月額利用料について 

    ◆ 利用料は、翌月のご請求となります。 

《例》1 月 1 日から 1 月 31 日までの利用料金が 10 万円であった場合、2 月前半に 1 月利用料として

10 万円のご請求を出させて頂きます。その上で、利用料口座振替指定日である毎月 28 日（土日
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や祝祭日を挟む場合には、休み明け）に口座振替もしくは他の方法にてお支払頂くこととなりま

す。 

  ③ 口座振替の手続きについて 

口座振替手続きには 1 ヶ月間から 2 ヶ月間程かかる場合があります。場合によっては次月に持

ち越される場合がございます。その場合には、2 ヶ月分の合算金額を引き落とさせて頂きます。 

     また、口座振替でのお取り扱いとなりますと、稀に残高不足により引き落とし不可となる場合がご

ざいます。この場合も次月分に持越しそこで 2 ヶ月分の合算金額を引き落とさせて頂きます。 

  ④ その他ご利用料金について 

    ◆ ご利用者またはご家族の方の金融機関口座からの自動振替をお願い致します。ただし、その

他のお支払方法をご希望なされる場合は、その理由を含め職員までお申し出下さい。検討致し

ます。 

    ◆ 利用契約締結時に、お支払方法を決定して頂きます。 

    ◆ 口座振替の場合、手続きが完了するまでの間は、利用料のお支払を次月に持越しと致します。

他のお支払方法をご希望になられた場合は、お支払方法の決定時にご説明致します。 

    ◆ 毎月 10日を目安として利用料請求書を発行致します。 

      毎月の利用料の請求内容は、月額利用料の内訳の通りとなります。 

◆ ケアハウスのご利用料金は、月単位での計算となります。ただし、生活費の内の食費の部分に

ついては実際にお召し上がりになられた数、電気料金は実際の使用料で計算致します。なお管

理費および事務費、上下水道代、暖房費は日割り計算対象外となります。 

   

（４） 契約終了／居室明け渡し時の扱い 

    ◆ 「契約終了・解除」の規定は、「利用契約書」該当条項を参考願います。 

◆ 解約解除届に記載された契約解除日をもって契約解除となりますが、その契約解除日までに

居室を明け渡して頂きます。 

◆ ご利用者さまが入院などにより、不在期間が３ヶ月を超えるか、または退院が難しい場合には、

契約継続について、ご相談させて頂きます。 

   

（５） 契約の終了 

    ◆ 以下の場合には、当施設の利用契約は自動的に終了します。 

・ ご利用者が亡くなられたとき 

・ やむを得ない事由により当施設を閉鎖した場合 

・ 当施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 

 

（６）ご入居者からの契約解除 

    ◆ 契約を解除しようとする時は、契約解除予定日を起算日として１か月以上前に契約解除届をご

提出下さい。事業者に契約解除届をご提出頂くことで、その解約通知届に記載された契約解

除日をもってこの契約を解除することができます。 

 

（７） 当事業所による契約解除 

      以下の事由に該当する場合等に当事業所は、本契約を解除することができます。この場合、当

事業所は、ご入居者・身元引受人に対する説明、協議の場を設けます。 

    ◆ 利用料を２ヶ月以上支払わず、明確な理由による説明や支払いの意思が見受けられないと判

断できるとき。 

    ◆ ご入居者自身または他のご入居者あるいは「当施設」の職員の身体、精神、財産または生命に

危害を及ぼす恐れがあるとき。 



11 

 

    ◆ 他のご入居者の生活に対し著しい悪影響を及ぼすとき。 

    ◆ 医療行為を要する場合や 24 時間見守り以上の対応を要す状態にある方など、当施設におい

てご入居者の生活に対する安全と安心を提供することが困難であると判断されるとき。 

    ◆ ご入居者が病院に入院されるなどの理由で当施設を不在にし、不在期間が３か月を超えたと 

き。 

    ◆ 天災、当施設の老朽化、法令の改変、その他やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または

縮小するとき。 

    ◆ ご入居者またはご家族が当施設または職員に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を

行ったとき。 

 

（８） 居室の明け渡しについて 

    ◆ 契約終了の場合、速やかに居室の明け渡しをお願い致します。契約終了後、2 週間を経過し

ても私有物が残っている場合には、当施設にて適宜処分させて頂きます。その際に発生した処

分費用等は別途ご請求させて頂きます。 

    ◆ 居室の明け渡しは、状況に応じて延長することができます。ただし、契約終了日の延長というこ

とで、利用料金の内、管理費等をご請求させて頂くことがございます。 

    ◆ 居室明け渡しの際は、居室の点検、確認を行います。 

      居室の原状回復工事として、リフォーム代およびハウスクリーニング代等が掛かります。 

（基本設備、内装等で、修理もしくは取替えの必要な物がある場合および居室全体の清掃、 

カーテンクリーニング等をご負担して頂きます。） 

施工後は業者に直接、支払いをお願いしております。 

    ◆ 契約終了日までに居室を明け渡しがなされない場合には、契約終了時の翌日から起算して居

室明け渡し日までの月額利用料を請求させて頂きます。 

    ◆ ご入居者が「契約解除届」を提出しないで居室を退室した場合は、ご入居者の解約の意思を

知った日をもって契約の解除と致します。 

 

（９） 契約終了・契約解除月の支払いについて 

    ◆ 契約終了／居室明け渡し月の月額利用料は、入居月の 1日及び契約解除月の末日をそれぞ

れの起算日として致します。 

 

（10） 口座振込み手数料／その他 

   ① 口座振込み手数料 

    ◆ 口座振込みの手数料は、振込みを行う側の負担となります。 

   ② 領収書 

    ◆ 入金確認後、次回の請求書と同時に発行致します。 

 

（11） 不在時（入院・外泊）の取扱い 

   ◆ 発生する費用について 

      入院・外泊があっても月額利用料は発生致します。ただし、事前に「外泊届」や「欠食届」にて申

請することで、不在期間の食事実数分を差し引くことが出来ます。入院の場合は、その旨ご連

絡頂いてから最短で止められる食事より欠食と致します。 

   

６．その他 

  （１） 衛生管理等について 

    ◆ 定期的に健康診断を受けて頂き、その記緑を保存し、健康の保持・疾病の予防に努めます。 
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    ◆ ご入居者の使用する食器その他の設備又は飲用に使用する水について、衛生的な管理に努

め、衛生上必要な対策を講じます。 

    ◆ 当施設において、感染症または食中毒が発生しないよう、又は蔓延しないように必要な対策を

行います。 

 

（２） 火災・非常災害時の対応／防災管理 

   ① 施設／設備 

    ◆ 当施設は、該当する建築基準関係法令および消防関係法令に適合しています。 

    ◆ 関係諸法令に従い、火災・非常災害時に備えて、避難経路の確保、消防用設備機器の設置、

防災資材の使用などの必要な処置を行っています。 

   ② 防災 

    ◆ 当施設では消防関係法令に従い、火災・非常時に備えて、防災管理者を定め、具体的な消防

計画を作成し、管轄消防署に届出をしています。 

    ◆ 定期的に消防用設備等の点検を実施すると共に、管轄消防署の指導のもとで、定期消防総合

訓練を実施します。 

    ◆ 防災管理者のもとに、防火担当責任者・火元責任者を配置し、日常の防火管理を徹底すると

共に、職員の防災教育を適宜実施、自衛消防隊を組織して火災発生時に備えています。 

 

（３） 苦情窓口 

   ① 対応窓口・体制 

当法人の事業所が提供する福祉サービスに係るご利用者からの苦情を解決するための体制を

整備することにより、ご利用者の権利擁護、満足感の向上に努め、ご利用者が当法人の福祉サー

ビスを適切に利用出来るよう支援致します。 

各事業所に窓口を設置し、さらに法人事業全体を担当する第三者委員を設置しています。 

受け付けさせて頂いた内容は、必要に応じ各担当や事業所、法人に設置している苦情解決委

員会にて取り扱うものとし、真摯に受け止め検討を行い、対応策や解決策を講じていきます。 

    ◆ 苦情受付担当者は、ご入居フロアや事業所の責任者または生活相談員となります。 

    ◆ 苦情解決責任者は、施設事業部長となります。 

    ◆ 第三者委員は以下の役割を担います。 

      ・ 苦情内容の報告聴取 

・ 事実関係を把握するための調査 

・ 話し合いの立会い、助言 

・ 事案の解決結果、改善状況等の報告、聴取 

 

★苦情申出窓口★（受付時間 ９：００～１７：００） 

   １． 苦情解決責任者 

古賀 伸行：電話番号 ０４９－２３４－１２００ 

 

２.  苦情受付担当者 

中里 明美：電話番号 ０４９－２３４－１２００ 

   ３.  第三者委員 

上蓑 礼子：電話番号 ０８０－６５９３－８１０９ 

      針谷 順子：電話番号 ０９０－４７８０－３９９６   
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② 苦情処理手順 

     ◆ 苦情は、その内容に応じて、苦情責任者が迅速に情報を収集し、速やかに対応します。 

     ◆ 苦情の内容、対応過程、対応結果等については、苦情対応記録を作成・保管し、再発防止

に努めます。 

 

  （４） 個人情報の取扱いについて 

     ◆ 当施設職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得たご入居者またはそのご家族の秘密

を漏らすことは致しません。 

     ◆ ご入居者及びご家族の個人情報利用等に関しては、別紙の個人情報取扱いに関する同意

書によりご入居者及びご家族の同意を得ます。 

 

  （５） 事故発生時の対応について 

     ご利用者に事故が発生した場合は、速やかに保証人の方への連絡を行うとともに、事故の発生

またはその再発防止のために下記のことを行います。 

    ◆ 事故が発生した場合の対応、事故の報告の方法等が記載された事故発生防止のための指針

を整備します。 

    ◆ 事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が起きた時にその事故の事実を報

告し、改善策について周知徹底を図る体制を整備します。 

    ◆ 事故発生防止のための委員会及び職員に対して研修を定期的に行います。 

 

  （６） 介護保険 

   ① 要介護認定の更新・要介護度区分変更 

    ◆ 要介護認定申請に関しましては、担当の地域包括支援センターにご相談させて頂きます。 

    ◆ 介護保険者証を更新後は介護保険施設等種類・名称の記載を行いますので、介護保険者証

を施設にお持ち下さい。 

 

（7） 福祉サービス第三者評価への対応 

当事業所は、福祉サービス第三者評価を受けておりません。 

 

   ７．居室内設備の案内 

  （１） ケーブルテレビ・インターネット 

    ◆ 各居室においてケーブルテレビ（基本パック）をご覧頂いたりインターネット環境を整える場合

は、個別に申込み・契約を行って頂きます。多チャンネルサービスまたはインターネットをご利

用の場合は別にケーブルテレビ会社への申し込みが必要となります。 

 

  （２） ＩＨクッキングヒーター 

    ◆ 各居室に備え付けています。 

    ◆ お湯を沸かしたりする際にご使用下さい。 

    ◆ 加熱面は熱くなっていますので、火傷には十分注意して下さい。 

    ◆ 簡単な温める程度の調理は可能ですが、魚や餅など煙の出る調理は、ご遠慮下さい。 

       （火災感知器が作動しますと自動で消防署へ通報されます）  
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「ケアハウスみなみかぜ」へのご入居にあたり、ご入居者に対して、契約書、重要事項説

明書及び各関連事項について書面を配布し説明を行いました。 

 

説明年月日 令和  年  月  日 

 

＜所在地＞ 〒350-0807 埼玉県川越市大字吉田 204-2 

＜名 称＞ 社会福祉法人 健友会 ケアハウス みなみかぜ 

 

説明者  ケアハウスみなみかぜ 

 

氏 名               印 

 

 

私は、契約書、重要事項説明書及び各関連事項について書面の配布を受け、施設の利用に

おける説明を上記の説明者より受け、それらの内容について理解し同意しました。 

 

確認年月日 令和   年  月  日 

 

      入居者   住 所                     

 

            氏 名                       印  

 

      代理人   住 所                     

 

            氏 名                       印 

             

     身元引受人  住 所                     

             

氏 名                       印 

             

保証人   住 所                     

             

氏 名                       印 

 

返還金受取人 住 所                     

             

氏 名                       印 

 


